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今日、お伝えしたいこと

１．社会的養護から独り立ちする若者たちが経験する大変さ

２．若者たちが使える資源を創り出す試み

３．一人ぼっちにしない仕組みを







出所）こども家庭庁「社会的養育の推進に向けて」
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こども家庭支援のリソースは足りていない

• 児童虐待相談対応の内訳（R4年度）

相談件数の13.7% 相談件数の2%

• 児童相談所での虐待相談の内容別件数（R4年度）

虐待相談件数

214,843件

施設入所等 4,440件
虐待を原因として施設入所等の措置

一時保護 29,455件
虐待を原因として一時保護し、R4年

度中に一時保護を解除

出所）数値はこども家庭庁「社会的養育の推進に向けて」より

厳しい家庭環境にあり、保護が必要だったが、保護されなかった方も。
背景に、一時保護所、施設等の不足
性的虐待、身体的虐待は危険
ネグレクト、心理的虐待は「いのちの危険はない」「我慢」「頑張って」？
家庭支援は十分なのか？



出所）こども家庭庁「社会的養育の推進に向けて」
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2022年の児童福祉法改正

施設等にて支援を受けられる年齢上限が緩和
• 必要であれば自立援助ホーム、児童養護施設、里親宅などで自立支援を受けられる（児
童自立生活援助事業）

• 18歳までいた施設でなくてもOK

しかし、児童自立生活援助事業の実施状況は（令和６年10月１日時点）

• Ⅰ型 自立援助ホーム ３６５か所

• Ⅱ型 児童養護施設・児童自立支援施設・児童心理治療施設・母子生活支援施設 ３８か所

• Ⅲ型 里親・ファミリーホーム １６８か所

自立援助ホーム （全国自立援助ホーム協議会HPより）

なんらかの理由で家庭にいられなくなり、働かざるを得なくなった原則として１５歳から２０歳まで
(状況によって２２歳まで)の子どもたちに暮らしの場を与える施設です。
生き生きと生活できる場、安心して生活できる場を提供し、大人との信頼関係を通して社会で生き抜く
力を身に付け、子どもたちが経済的にも精神的にも自立できるように援助する事を目的としています。

入所者の半数は自宅からホームへ
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児童養護施設等への入所措置や里親委託等が解除された者の
実態把握に関する全国調査

• 目的：措置解除者等の生活状況や生活上の課題、支援ニーズ等を把握すること
• 調査方法：アンケート調査（本人記入調査）
• 調査対象：２０１５ 年 4 月～２０２０ 年 3 月に、中学卒業以降で措置解除と
なった人（悉皆） 20,690 人

• 回答数： 2,980 件（回答率 14.4％）

• 調査実施期間：２０２０ 年 11 月 30 日～２０２１ 年 1 月 31 日

• 実施主体：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング
（令和２年度子ども・子育て支援推進調査研究事業）



15出所）三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング／早稲田大学社会的養育研究所共生・社会政策部 家子直幸「児童養護施設等への入所措置や里親委託等が 解除された者の実
態把握に関する全国調査 調査結果概要」2021年7月5日



16出所）三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング／早稲田大学社会的養育研究所共生・社会政策部 家子直幸「児童養護施設等への入所措置や里親委託等が 解除された者の実
態把握に関する全国調査 調査結果概要」2021年7月5日
























